
公  告 
 

 土地改良法（昭和 24年法律第 195号）第 85条第１項の規定により、県営土地改良事

業（平川原堰地区農業用河川工作物応急対策事業）の施行を申請するため、当該土地改

良事業計画の概要につき田子町長と協議するので、同条第６項の規定により公告し、次

のとおり縦覧に供する。 

 この計画の概要に意見がある者は、令和７年 12月 17日までに意見書を提出すること

ができる。 

 

  令和７年 11月 28日 

 

                    申請人 

氏 名 日澤 守章 

氏 名 山美 喜正 

氏 名 砂子田 康雄 

氏 名 工藤 進一 

氏 名 岩間 理絵 

 

記 

 

１ 縦覧に供する書類 

土地改良事業計画概要書 

 

２ 縦覧の期間 

令和７年 11月 28日から同年 12月 17日まで 

 

３ 縦覧に供する書類及びこの公告文の掲載場所 

青森県庁ウェブサイト 

（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/kanri_01.html） 

 

 

 

４ 意見書の提出方法等   

(1) 意見書は、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより提出すること。 

 (2) 意見書の提出先 

田子町役場建設課 

   ア 郵送の場合 〒039-0292 三戸郡田子町大字田子字天神堂平８１ 

   イ ファクシミリの場合 0179-32-4294 

   ウ 電子メールの場合 takko0403a@town.takko.lg.jp 

     （添付ファイルによる場合は、テキスト形式によること。） 

(3) 意見書には、①事業名、②地区名、③意見書の提出者の氏名及び住所（団体の場

合は名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地）並びに④連絡先（電話番号及び

メールアドレス又はそのいずれか）を記載すること。 

(4) 提出のあった意見は、公表する場合があるため留意すること。 

(5) 意見書に使用する言語は、日本語とすること。 
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